
 

 

中国５県災害等発生時の広域支援に関する協定 
 

 

 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県（以下「中国５県」という。）

は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）の規定する災害又は武力攻撃事

態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第 112 号）

が適用される事態（以下「災害等」という。）が発生し、災害等が発生した県

（以下「被災県」という｡）が独自では十分な応急措置及び国民保護措置等（以

下「応急措置等」という。）が実施できない場合に、迅速かつ的確に被災県に

おける応急措置等の支援を実施するため、次のとおり協定を締結する。 

（カウンターパート制による支援） 

第１条 中国５県は、被災県に対する支援を行う県を予め定めたカウンターパ

ート制により、災害等発生当初から円滑かつ迅速に支援を行う。 

２ カウンターパート制により被災県に対する支援を行う県は、災害等発生後、

必要に応じて、速やかに連絡員を被災県に派遣し、情報収集を行うとともに、

被災県が必要とする支援を実施する。 

（広域支援本部による支援） 

第２条 中国５県は、被災状況に応じた、より的確な支援を実施するため、中

国地方知事会会長県に中国５県広域支援本部（以下「広域支援本部」という。）

を設置する。 

２ 広域支援本部は、中国ブロック内各県、他のブロック知事会及び全国知事

会との調整等、広域支援に係る包括的な調整を行う。 

３ 被災県以外の各県は、広域支援本部に連絡調整員を派遣するとともに、広

域支援本部の調整の下、被災県が必要とする支援を実施する。  

（支援の内容） 

第３条 支援の内容は、次のとおりとする。 

 (1) 食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供  

 (2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の

提供 

 (3) 避難、救援、消火、救急活動等に必要な車両、舟艇及び航空機の派遣及び

あっ旋並びに資機材の提供 

 (4) 医療、救援、応急復旧等に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣  

 (5) 避難者を受け入れるための施設の提供 

 (6) 前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項 

（広域支援本部による支援の要請） 

第４条 広域支援本部による支援を受けようとする県の知事は、中国地方知事

会の会長に対し、文書をもって要請する。ただし、そのいとまがない場合は、

電話等により要請を行い、後日、速やかに文書を提出するものとする。  



 

 

（支援に要する経費の負担等） 

第５条 支援に要した経費は、原則として支援を受けた県（以下「被支援県」

という。）の負担とする。 

２ 被支援県が前項に規定する経費を支弁するいとまがない場合は、支援を実

施した県が一時繰替（国民保護に関しては「立替」と読み替える。以下同じ。）

支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

（平常時の相互交流） 

第６条 中国５県は、この協定に基づいて支援が円滑に行われるよう、毎年 1

回地域防災計画、国民保護計画及びその他参考資料を相互に提供するほか、

各県が実施する訓練等に相互に参加するなど、各県間の相互交流を図るもの

とする。 

（他の協定との関係） 

第７条 この協定は、各県が別に締結した災害時等における相互支援に関する

協定を排除するものではない。 

（その他） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、

各県が協議して定めるものとする。 

 

以上のとおり協定を締結したことを証するため、この協定書５通を作成し、

各県が記名・押印をして、各自その 1 通を所持する。 

  

 附則 

 １ この協定は、平成 23 年１月 11 日から施行する。 

 ２ 平成７年７月 13 日に締結された協定は、これを廃止する。 

  

附則 

１ この協定は、平成 24 年 3 月 1 日から施行する。 

２ 平成 23 年１月 11 日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

 

 平成２４年３月１日 

 

鳥取県代表者 鳥取県知事 平 井 伸 治  

島根県代表者 島根県知事 溝 口 善兵衛  

岡山県代表者 岡山県知事 石 井 正 弘  

広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦  

山口県代表者 山口県知事 二 井 関 成  


